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○
金
融
庁
告
示
第
四
十
九
号

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
三

月
三
十
一
日
を
末
日
と
す
る
事
業
年
度
に
係
る
支
払
備
金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
額
の
特
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
公
布
の
日

か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

金
融
庁
長
官

三
國
谷
勝
範

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
を
末
日
と
す
る
事
業
年
度
に
係
る
保
険
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七

十
三
条
第
一
項
第
二
号
（
規
則
第
百
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
金
額

（
生
命
保
険
会
社
及
び
外
国
生
命
保
険
会
社
等
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
外
国

生
命
保
険
会
社
等
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
災
害
に
係
る
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他

の
給
付
金
の
支
払
の
た
め
に
積
み
立
て
る
場
合
に
は
、
保
険
業
法
施
行
規
則
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
支

払
備
金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
額
を
定
め
る
件
（
平
成
十
年
六
月
大
蔵
省
告
示
第
二
百
三
十
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
死
亡
者
数
等
に
基
づ
く
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


